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青
森
県
告
示
第
百
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
百
六
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

二
の
表
は
ち
の
へ
第
一
区
域
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

三
戸
町
国
民
健
康

保
険
三
戸
中
央
病

院

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
沖
中
九
の

一

平
成
十
八
年
二
月
二
十
八

日

藤
崎
町
国
民
健
康

保
険
藤
崎
病
院

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
西
豊
田
一
丁
目
一

平
成
十
八
年
三
月
二
十
一

日

階
上
区
域

階
上
漁
業
協
同
組
合
の

地
区

１

小
型
定
置
漁
業

２

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
い
か
つ
り
漁
業

第
二
千
百
四
十
二
号

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

(

金
曜
日)



� �

二
の
表
深
浦
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
岩
崎
村
第
二
区
域
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
の
表
階
上
区
域
及
び
深
浦
区
域
の
項
を
削
除
す
る
。

青
森
県
告
示
第
百
七
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
大
字
立
崎
字
山
ノ
外
六
九
の
二
・
六
九
の
四

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
八
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
七
戸
町
字
鶴
児
平
一
三
八

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
七
戸
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
九
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

弘
前
市
大
字
小
栗
山
字
長
田
一
〇
の
八

有
限
会
社
千
葉
ブ
ロ
ッ
ク
工
業

二

指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

弘
前
市
大
字
三
岳
町
五
の
二
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深
浦
区
域

深
浦
漁
業
協
同
組
合
の

地
区

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
っ

て
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

２

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
底
び
き
網
漁
業

３

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行

う
い
か
つ
り
漁
業

４

小
型
定
置
漁
業

５

た
い
・
ぶ
り
定
置
漁
業
及
び
内
水
面
以
外
の
水
面
に
お
い

て
網
漁
具
を
水
深
二
十
七
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
中
に
定
置
し

て
主
と
し
て
ぶ
り
を
と
る
漁
業

６

底
建
網
漁
業

小
川
原
湖
区
域

小
川
原
湖
漁
業
協
同
組

合
の
地
区

１

底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
し
じ
み
漁
業

� �
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公

告

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

(

昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
浪
岡
農
業
協
同
組
合
が
定
め
た
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

農
地
売
買
等
事
業(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。)

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

中
沢
長
科
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
鶴
蝮
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
情
報
シ
ス
テ
ム
詳
細
設
計
・
シ
ス
テ
ム
開
発
関
連
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
十
二
月
十
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
日
立
製
作
所
東
北
支
社

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
四
の
一

六

契
約
金
額

七
千
五
百
七
十
万
五
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の

取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号)

第
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
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青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
二
通
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真

(

提
出
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
ラ
イ
カ
判
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
枚
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
所
定
の
科
目
を
修
得

し
た
か
ど
う
か
を
考
査
し
、
こ
れ
ら
の
科
目
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号)

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
猟
銃
若
し
く
は
空
気
銃
の
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の

取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令

(

昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号)

第
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

一

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

青 森 県 報平成15年２月28日 金曜日 第2142号 �

開

催

日

時

年

月

日

受
付
時
間

講
習
時
間

講

習

場

所

平
成
十
五
年

四
月
二
十
四
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
三
時
ま
で

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一

黒
石
警
察
署

〃五
月
二
十
三
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五

八
戸
警
察
署

〃六
月
二
十
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃七
月
十
七
日

〃

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃八
月
二
十
八
日

〃

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

平
成
十
六
年

二
月
十
九
日

〃

〃

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

開

催

日

時

年

月

日

受
付
時
間

講
習
時
間

講

習

場

所

平
成
十
五
年

四
月
十
七
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五

八
戸
警
察
署

〃五
月
二
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
零
時
ま
で

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

〃五
月
八
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

� �
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十
五
分
ま
で

〃五
月
十
四
日

〃

〃

む
つ
市
中
央
一
丁
目
三
の
三
三

む
つ
警
察
署

〃五
月
三
十
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃六
月
五
日

〃

〃

三
沢
市
平
畑
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
警
察
署

〃六
月
十
二
日

〃

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一

黒
石
警
察
署

〃六
月
二
十
七
日

〃

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
同
心
町
字

金
堀
五
九
の
二

三
戸
警
察
署

〃七
月
三
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五

八
戸
警
察
署

〃七
月
十
日

〃

〃

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
蔵
舘
字

道
添
七大

鰐
警
察
署

〃七
月
二
十
四
日

〃

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

〃七
月
三
十
一
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
零
時
ま
で

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

〃八
月
八
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
一

三
の
六五

戸
警
察
署

〃八
月
二
十
二
日

〃

〃

西
津
軽
郡
木
造
町
字
千
代
町
一

八

木
造
警
察
署

〃九
月
五
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃九
月
十
一
日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五

八
戸
警
察
署

〃九
月
十
八
日

〃

〃

北
津
軽
郡
金
木
町
大
字
金
木
字

芦
野
二
一
六
の
八
九

金
木
警
察
署

〃九
月
二
十
六
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
零
時
ま
で

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大

間
五
四
の
一

大
間
警
察
署

〃十
月
三
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

上
北
郡
七
戸
町
字
大
沢
五
七
の

四
九

七
戸
警
察
署

〃十
月
九
日

〃

〃

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
本
町

二
〇
七鰺

ケ
沢
警
察
署

〃十
月
十
六
日

〃

〃

三
沢
市
平
畑
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
警
察
署

〃十
月
二
十
三
日

〃

〃

む
つ
市
中
央
一
丁
目
三
の
三
三

む
つ
警
察
署

〃十
月
三
十
一
日

〃

〃

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
同
心
町
字

金
堀
五
九
の
二

三
戸
警
察
署

〃十
一
月
六
日

〃

〃

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
一

三
の
六五

戸
警
察
署

〃十
一
月
十
三
日

〃

〃

黒
石
市
北
美
町
二
丁
目
四
七
の

一

� �
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二

講
習
科
目

１

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令

２

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱
い

３

猟
銃
用
火
薬
類
に
関
す
る
法
令

三

受
講
者
の
資
格

青
森
県
公
安
委
員
会
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
を
有
し
、
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更

新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四

受
講
手
続

１

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
講
習
開
催
日
の
十
日
前
ま
で
に
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察

署
に
、
猟
銃
等
講
習
受
講
申
込
書
二
通
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
写
真

(

提
出
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
ラ
イ
カ
判
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及
び

撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の)

二
枚
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

２

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
手
数
料
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

五

講
習
修
了
証
明
書
の
交
付

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
に
お
け
る
講
習
を
受
け
、
所
定
の
科
目
を
修
得
し
た
者
に
交
付

す
る
。

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
一
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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黒
石
警
察
署

〃十
一
月
二
十
日

〃

〃

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字

玉
川
一
五
の
五
〇

板
柳
警
察
署

〃十
一
月
二
十
七

日

〃

〃

八
戸
市
城
下
一
丁
目
一
六
の
二

五

八
戸
警
察
署

〃十
二
月
四
日

〃

〃

十
和
田
市
西
六
番
町
一
の
四
一

十
和
田
警
察
署

〃十
二
月
十
二
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃十
二
月
十
九
日

午
前
八
時
三
十
分

か
ら
午
前
八
時
五

十
五
分
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午

後
零
時
ま
で

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部

平
成
十
六
年

一
月
十
六
日

午
後
零
時
三
十
分

か
ら
午
後
零
時
五

十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
浪
岡
字

淋
城
八
七
の
一

浪
岡
警
察
署

〃一
月
二
十
三
日

〃

〃

東
津
軽
郡
蟹
田
町
大
字
中
師
字

苗
代
沢
三

蟹
田
警
察
署

〃二
月
二
十
七
日

〃

〃

上
北
郡
野
辺
地
町
字
新
町
裏
一

の
一

野
辺
地
警
察
署

〃三
月
五
日

〃

〃

弘
前
市
大
字
八
幡
町
三
丁
目
三

の
二

弘
前
警
察
署

〃三
月
十
二
日

〃

〃

五
所
川
原
市
字
栄
町
六
の
一

五
所
川
原
警
察
署

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ロ
ボ
ミ
ッ
ツ
Ｚ
Ｂ

株
式
会
社
藤
商
事

〃

Ｃ
Ｒ
ロ
ッ
キ
ン
セ
ブ
ン
Ｆ

豊
丸
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ロ
ッ
キ
ン
セ
ブ
ン
Ｍ

〃

� �
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〃

Ｃ
Ｒ
ロ
ッ
キ
ン
セ
ブ
ン
Ｓ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ワ
イ
ル
ド
ミ
ル
キ
ー
Ｍ
Ａ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
キ
ン
肉
マ
ン
Ｆ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
セ
ブ
ン
レ
イ
Ｎ
Ｈ

株
式
会
社
銀
座

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ザ
キ
ン
グ
Ｆ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ザ
キ
ン
グ
Ｍ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ザ
キ
ン
グ
Ｊ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
必
殺
仕
事
人
激
闘
編
Ｍ
Ｒ
１

京
楽
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
必
殺
仕
事
人
激
闘
編
Ｖ
Ｒ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
必
殺
仕
事
人
激
闘
編
Ｗ
Ｒ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
必
殺
仕
事
人
激
闘
編
Ｘ
Ｒ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
必
殺
仕
事
人
激
闘
編
Ｚ
Ｒ
１

〃

回
胴
式
遊
技
機

ゴ
ー
ゴ
ー
ジ
ャ
グ
ラ
ー
Ｓ
―
３
０

株
式
会
社
北
電
子

〃

チ
ャ
ン
プ
ル
ー
―
３
０

株
式
会
社
パ
イ
オ
ニ
ア

〃

シ
オ
マ
ー
ル
―
３
０

〃

〃

パ
イ
ジ
マ
―
３
０

株
式
会
社
メ
ー
シ
ー
販
売

〃

ニ
ュ
ー
ペ
ガ
サ
ス
ａ

株
式
会
社
エ
マ

� �
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

正

誤

教
育
庁
学
校
施
設
課

青 森 県 報平成15年２月28日 金曜日 第2142号 �� �

平
成
��

･

�･

��

第
二
一
四
一
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

公

告

区

分

�

ペ
ー
ジ

上 段

��
行

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格

を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
に
決
定

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
価
格
に
よ
っ
て
は
契
約

の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱

す
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
他
の
者
の
う

ち
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者

を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

誤

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
売
買
代
金
に

係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行

い
、
か
つ
、
十
の
３
の
規
定
に
よ
り
落
札
対
象

と
す
る
者
を
落
札
者
と
す
る
。

正


